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障
害
者
等
の
利
用
に
係
る
公
の
施
設
使
用
料
等

減
免
条
例
の
制
定
、
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
、

特
例
市
の
指
定
の
申
出
を
可
決

　

議
員
提
出
議
案
は
、
５
議
案
が
提
出
さ
れ
４
議
案
を
可
決

障
害
者
等
の
利
用
に
係
る

公
の
施
設
使
用
料
等

減
免
条
例
の
制
定
を
可
決

　

こ
の
条
例
は
、
障
害
者
基
本
法

第
21
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害

者
、
障
害
者
を
扶
養
す
る
者
及
び

介
護
者
並
び
に
障
害
者
団
体
の
利

用
に
係
る
市
の
設
置
し
た
公
の
施

設
の
使
用
料
等
を
減
免
す
る
こ
と

に
よ
り
、
障
害
者
等
の
経
済
的
負

担
の
軽
減
及
び
社
会
参
加
の
促
進

を
図
る
た
め
に
制
定
す
る
も
の
で

す
。

　

条
例
の
主
な
内
容
は
、
次
の

方
々
が
市
の
設
置
し
た
公
の
施
設

を
利
用
す
る
場
合
、
そ
の
使
用
料

等
が
減
額
、
ま
た
は
免
除
と
な
る

も
の
で
す
。

①
手
帳
（
身
体
障
害
者
手
帳
・
療

育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
）
所
持
者
及
び
そ
の
介
護
者

（
介
護
者
は
、
障
害
者
１
人
に
つ

き
１
人
に
限
り
ま
す
。）

②
障
害
者
を
扶
養
す
る
者

③
障
害
者
団
体
（
過
半
数
が
障
害

者
ま
た
は
障
害
者
を
扶
養
す
る
者

で
構
成
さ
れ
て
い
る
団
体
と
し
ま

す
。）

　

ま
た
、
減
免
の
手
続
及
び
内
容

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①
手
帳
所
持
者
は
、
交
付
を
受
け

て
い
る
手
帳
を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
り
免
除
と
な
り
ま
す
。

②
障
害
者
を
扶
養
す
る
者
は
、
扶

養
さ
れ
て
い
る
人
の
手
帳
を
提
示

す
る
こ
と
に
よ
り
免
除
と
な
り
ま

す
。

③
介
護
者
は
、
障
害
者
に
現
に
付

き
添
っ
て
介
護
を
し
て
い
る
旨
を

申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
免
除
と
な

り
ま
す
。

④
障
害
者
団
体
は
、
団
体
登
録
証

を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
半
額
と

な
り
ま
す
。（
団
体
登
録
証
の
交

付
を
受
け
る
に
は
、
事
前
に
市
に

申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。）

　
　

  ︻
全
員
一
致
で
原
案
可
決
】

討　

論

　

こ
の
条
例
は
、
指
定
管
理
者
制

度
の
導
入
及
び
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
施

設
の
有
料
化
に
伴
い
、
改
正
す
る

も
の
で
す
。

　

指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
つ

い
て
は
、
有
料
体
育
施
設
に
指
定

管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に

伴
い
、
有
料
体
育
施
設
が
設
置
さ

れ
て
い
る
大
沼
公
園
、
南
栄
町
第

１
近
隣
公
園
、
谷
原
第
１
公
園
、

中
央
町
第
３
公
園
、
牛
島
公
園
、

庄
和
総
合
公
園
の
６
公
園
を
、
有

料
体
育
施
設
と
あ
わ
せ
て
平
成
20

年
４
月
か
ら
指
定
管
理
者
に
移
行

し
、
体
育
施
設
と
都
市
公
園
を
一

括
運
営
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、

効
果
的
、
効
率
的
な
運
営
を
図
り
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
経
費
の

削
減
を
図
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
内
牧
公
園
及
び
庄
和
総

合
公
園
に
あ
る
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
施

設
の
専
用
炉
等
の
利
用
の
対
価
と

し
て
、
利
用
者
に
維
持
管
理
費
の

一
部
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
も
の

で
す
。

　

バ
ー
べ
キ
ュ
ー
施
設
の
使
用
料

に
つ
い
て
は
、
平
成
20
年
４
月
１

日
の
使
用
分
か
ら
適
用
と
な
り
ま

す
。

　
　
　
︻
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
】

都
市
公
園
条
例
の

一
部
改
正
を
可
決

安
全
を
含
む
サ
ー
ビ
ス
向
上
と

経
費
節
減
を
市
直
営
で
行
う
こ
と

を
求
め
反
対
（
日
本
共
産
党
）

　

管
理
者
が
収
益
を
志
向
す
れ
ば
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
低
下
の
お
そ
れ
が

あ
り
ま
す
。
住
民
サ
ー
ビ
ス
向
上

の
た
め
に
住
民
や
議
会
が
チ
ェ
ッ

ク
す
る
仕
組
み
は
、
法
律
上
も
、

条
例
上
も
あ
り
ま
せ
ん
。
雇
用
問

題
発
生
の
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
。

　

行
政
が
指
定
管
理
者
制
度
に
の

め
り
込
む
危
険
が
増
大
し
て
い
る

今
日
に
お
い
て
、
特
に
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
存
在
意
義
を
明
ら
か
に
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

官
か
ら
民
へ
、
と
い
う
主
張
は
、

行
政
の
縮
小
と
公
務
員
削
減
に
よ

っ
て
、
行
政
の
持
つ
社
会
的
弱
者

に
奉
仕
す
る
機
能
を
低
下
さ
せ
る

も
の
で
あ
り
反
対
し
ま
す
。

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と

経
費
の
縮
減
が
期
待
で
き
る

た
め
賛
成
（
新
政
の
会
）

　

今
回
、
体
育
施
設
に
指
定
管
理

者
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
伴
い
、

体
育
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
都

市
公
園
６
カ
所
に
つ
い
て
も
指
定

管
理
者
制
度
を
導
入
し
、
体
育
施

設
と
都
市
公
園
を
一
括
し
て
管
理

運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
間
の

活
力
や
柔
軟
な
発
想
を
生
か
し
、

多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
に
効
果

的
、
効
率
的
な
対
応
が
図
ら
れ
る

も
の
と
考
え
ま
す
。

　

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
施
設
の
有
料
化

に
つ
い
て
は
、
受
益
者
負
担
の
原

則
に
基
づ
き
維
持
管
理
費
の
一
部

を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、

十
分
説
明
す
る
こ
と
で
理
解
が
得

ら
れ
る
も
の
と
考
え
賛
成
し
ま
す
。

特
例
市
の
指
定
の

申

出

を

可

決

　

特
例
市
は
、
指
定
都
市
、
中
核

市
に
続
く
地
方
分
権
の
担
い
手
と

し
て
創
設
さ
れ
、
人
口
20
万
人
以

上
の
市
に
対
し
一
定
の
事
務
権
限

が
県
か
ら
移
譲
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
議
案
は
、
特
例
市
の
指
定

を
総
務
大
臣
に
申
出
す
る
こ
と
に

つ
い
て
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　
　

  ︻
全
員
一
致
で
原
案
可
決
】
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請  　

願

真
に
減
免
等
が
必
要
な

事
業
に
は
適
正
な
措
置
が

必
要
な
た
め
賛
成（
新
政
の
会
）

討　

 

論

議
員
提
出
議
案

市
議
会
政
務
調
査
費
の

交
付
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
を
可
決

　

春
日
部
市
議
会
に
お
い
て
は
、

議
長
の
諮
問
に
よ
り
、
議
会
活
性

化
調
査
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、

「
政
務
調
査
費
の
収
支
報
告
に
あ

た
っ
て
、
領
収
書
等
の
添
付
を
義

務
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
早

急
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。
」

と
の
第
１
次
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
報
告
を
受
け
て
提
案
し
た

今
回
の
条
例
改
正
で
は
、
「
政
務

調
査
費
収
支
報
告
書
の
提
出
に
あ

た
っ
て
は
、
当
該
支
出
に
係
る
領

収
書
そ
の
他
の
証
拠
書
類
の
写
し

を
添
付
し
て
、
議
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
収
支
報
告
書
と

あ
わ
せ
て
、
領
収
書
等
の
写
し
も

保
存
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
実

際
に
領
収
書
等
の
添
付
義
務
が
生

じ
る
の
は
、
今
後
提
出
さ
れ
る
収

支
報
告
書
か
ら
と
な
り
ま
す
。

　
　
　
︻
全
員
一
致
で
原
案
可
決
】

異
常
気
象
に
よ
る
災
害
対
策
や

地
球
温
暖
化
対
策
の

強
化
・
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
数
十
年
に
一

度
と
い
う
レ
ベ
ル
の
異
常
気
象
が

こ
の
と
こ
ろ
頻
発
し
て
い
ま
す
。

温
帯
低
気
圧
が
台
風
並
み
に
猛
威

を
ふ
る
い
、
そ
れ
に
伴
う
洪
水
や

土
砂
災
害
、
さ
ら
に
は
集
中
豪
雨

や
竜
巻
の
頻
発
な
ど
に
よ
り
、
多

く
の
人
命
が
失
わ
れ
、
家
屋
や
公

共
施
設
、
農
作
物
に
も
甚
大
な
被

害
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
海
岸
侵
食
の
進
行
や
夏
の
猛

暑
も
例
年
化
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
異
常
気
象
や
猛
暑
は
、
地
球

温
暖
化
に
よ
る
疑
い
が
濃
厚
で
あ

る
と
多
く
の
識
者
が
指
摘
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
環
境
立

国
を
め
ざ
す
日
本
は
、
海
岸
保
全

や
防
災
の
た
め
の
施
策
は
も
ち
ろ

ん
、
確
実
に
地
球
環
境
を
蝕

む
し
ば

ん
で

い
る
地
球
温
暖
化
を
防
止
す
る
た

め
の
抜
本
的
な
施
策
を
講
ず
べ
き

で
す
。

　

よ
っ
て
、
国
及
び
政
府
に
お
い

て
は
、
以
上
の
現
状
を
踏
ま
え
、

下
記
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
る
よ
う

強
く
要
望
し
ま
す
。

記

１　

集
中
豪
雨
等
に
よ
る
災
害
に

　

強
い
堤
防
や
道
路
等
の
基
盤
整

　

備
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
と
、

　

海
岸
侵
食
対
策
を
積
極
的
に
進

　

め
る
こ
と
。

２　

集
中
豪
雨
や
竜
巻
等
の
局
地

　

予
報
体
制
の
充
実
の
た
め
に
、

　

集
中
豪
雨
や
竜
巻
発
生
の
短
時

　

間
予
測
が
可
能
な
ド
ッ
プ
ラ
ー

　

レ
ー
ダ
ー
を
計
画
中
の
と
こ
ろ

　

以
外
に
も
増
や
す
と
同
時
に
、

　

緊
急
避
難
が
無
事
で
き
る
よ
う

　

体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

３　

学
校
施
設
や
事
業
所
等
の
屋

　

上
緑
化
、
壁
面
緑
化
（
緑
の
カ

　

ー
テ
ン
）
の
ほ
か
、
環
境
に
優

　

し
い
エ
コ
ス
ク
ー
ル
の
推
進
、

　

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
を
組

　

み
合
わ
せ
て
教
室
や
図
書
館
等

　

へ
の
扇
風
機
や
ク
ー
ラ
ー
等
の

　

導
入
を
図
る
こ
と
な
ど
を
、
積

　

極
的
に
進
め
る
こ
と
。

４　

森
林
資
源
な
ど
の
バ
イ
オ
マ

　

ス
や
太
陽
光
、
風
力
、
小
水
力

　

な
ど
の
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
積

　

極
的
利
用
を
進
め
る
と
共
に
、

　

バ
イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン
の
拡
大
や

　

関
係
の
法
改
正
等
に
取
り
組
む

　

こ
と
。

５　

今
国
会
で
成
立
し
た
「
環
境

　

配
慮
契
約
法
」
を
実
効
性
の
あ

　

る
も
の
と
す
る
た
め
、ま
ず
国
・

　

政
府
が
率
先
し
て
温
室
効
果
ガ

　

ス
等
の
排
出
の
削
減
に
配
慮
し

　

た
契
約
の
推
進
を
積
極
的
に
行

　

う
こ
と
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の

規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

平
成
19
年
６
月
14
日

　
　
　
　
　
　
　

春
日
部
市
議
会

衆
議
院
議
長　

河
野　

洋
平　

様

参
議
院
議
長　

扇　
　

千
景　

様

内
閣
総
理
大
臣　

安
倍　

晋
三　

様

文
部
科
学
大
臣　

伊
吹　

文
明　

様

経
済
産
業
大
臣　

甘
利　
　

明　

様

国
土
交
通
大
臣　

冬
柴　

鐵
三　

様

環
境
大
臣　

若
林　

正
俊　

様

　
　
　
︻
全
員
一
致
で
原
案
可
決
】

公
民
館
の
有
料
化
に
と
も
な
う

使
用
料
の
減
免
・
減
額

措
置
等
に
つ
い
て
の
請
願

○
請
願
要
旨

　

１　

公
民
館
有
料
化
に
あ
た
っ

　
　

て
、
使
用
料
に
つ
い
て
適
切

　
　

な
減
免
・
減
額
措
置
を
講
じ

　
　

て
く
だ
さ
い
。

　

２　

公
民
館
有
料
化
の
具
体
化

　
　

に
あ
た
っ
て
は
、
住
民
及
び

　
　

利
用
者
の
声
を
十
分
聴
い
て

　
　

く
だ
さ
い
。

　

３　

施
設
・
設
備
・
備
品
等
に

　
　

つ
い
て
改
修
・
拡
充
・
整
備

　
　

し
て
く
だ
さ
い
。

○
請
願
者
代
表

　

新
日
本
婦
人
の
会

　

春
日
部
支
部

　
　
　
　

支
部
長　

柳　

美
枝
子

　
　
　
　
　
︻
全
員
一
致
で
採
択
】

　

公
民
館
等
の
公
共
施
設
の
有
料

化
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
負
担
の

原
則
の
考
え
方
に
よ
り
、
３
月
定

例
議
会
に
提
案
さ
れ
、
可
決
と
な

っ
た
も
の
で
す
が
、
今
後
の
公
民

館
の
使
用
料
制
度
を
運
用
し
て
い

く
上
で
は
、
利
用
団
体
等
の
声
を

十
分
に
聞
き
、
真
に
減
免
等
が
必

要
な
事
業
に
対
し
て
適
切
な
措
置

を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

思
い
ま
す
の
で
、
本
請
願
の
要
旨

に
賛
同
す
る
も
の
で
す
。

社
会
教
育
関
係
団
体
や
公
用
・

公
益
を
目
的
と
す
る
団
体
は
減
免
が

必
要
な
た
め
賛
成(

日
本
共
産
党)

　

公
民
館
は
、
日
本
国
憲
法
や
社

会
教
育
法
第
20
条
に
基
づ
い
て
設

置
さ
れ
た
、
地
域
の
中
心
的
な
社

会
教
育
施
設
で
す
。

　

春
日
部
市
に
お
い
て
も
、
他
の

多
く
の
自
治
体
と
同
様
に
、
社
会

教
育
法
第
10
条
に
定
め
る
社
会
教

育
関
係
団
体
や
、
公
用
、
公
共
ま

た
は
公
益
を
目
的
と
す
る
団
体
が

使
用
す
る
場
合
は
、
使
用
料
を
減

免
す
べ
き
で
す
。

　

よ
っ
て
、
請
願
に
賛
成
し
ま
す
。


